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北九州市立大学 正規教職員（常勤）の休暇等制度一覧 
 

この一覧表は、本学の休暇等制度の基本的な内容のみを掲載しています。休暇等の取得に

あたっては、本学規程等にて取得要件や申請方法等をご確認ください。 

［特］は特別休暇 

休暇等の種類 概 要 

年次休暇 

＜有給＞ 

○ ４月１日～３月３１日までの間(休暇年度)に２０日 

○ 年の中途に採用の者は採用月に応じて付与  

○ １日、半日又は１時間単位 （半日単位は、午後０時１５分で区分） 

○ 時間単位は上限５日 （８時間で「１日」とカウント）  

○ 繰越は最高 20日 

病気休暇 

＜有給＞ 

○ １年につき９０日以内の必要と認められる日数 

○ 業務以外の負傷又は疾病 

医師の証明書等に基づく最小限度の期間 

○ 不妊治療を目的として医師が行う必要な治療行為等を受ける場

合も休暇取得可能。 

○ １日、半日又は１時間単位 

※ 透析治療を除き、半日又は１時間単位での取得の場合は、取

得日数の計算上「１日」とカウント。 

［特］ 夏季における 

健康保持 

＜有給＞ 

○ ６月１日～１０月３１日の間 

○ ６日 

○ １日、半日単位 

［特］ 職員の結婚又は 

パートナーシップ形成 

＜有給＞ 

○ 休業日を除く５日以内の引き続く日数 

○ 結婚の日又はパートナーシップ形成の日は、休暇期間内のいずれ

かの日又は休暇の期間に連続する日でなければならない。 

【出産・子育て関連】  

※ 配偶者等…配偶者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、パー

トナーシップ関係にある者 

妊 

娠 

か 

ら 

出 

産 

ま 

で 

母性保護 

＜有給＞ 

○ 就業義務の免除 

・妊娠中の職員の通勤緩和 

 ・妊娠障害 

・妊娠中の職員の休憩 

・妊娠中及び出産後１年以内の職員の勤務軽減 

・妊娠中及び出産後１年以内の職員の保健指導・健康診査 

［特］不妊治療 

に係る通院等 

＜有給＞ 

○ 不妊治療に係る通院のため、勤務しないことが相当であると認め

られる場合 

○ 休暇年度に５日（体外受精及び顕微授精を行う場合は１０日）を超

えない範囲内において必要と認められる日数 

○ １日、半日、１時間単位 

［特］職員の出産 

＜有給＞ 

○ 出産予定日以前８週間目（多胎妊娠は１４週間目）に当たる日から

出産後８週間目に当たる日までの期間 

［特］ 

配偶者等の出産 

＜有給＞ 

○ 配偶者等※の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められ

る場合 

○ 配偶者等※が出産するために入院する等の日から、当該出産の日

後２週間を経過する日までの期間内において、３日を超えない範囲

内において必要と認められる日数 

○ １日、半日、１時間単位 
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休暇等の種類 概 要 

 

［特］ 

職員の育児参加 

＜有給＞ 

○ 配偶者等※が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就

学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育

のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 

○ 出産予定日以前の８週目（多胎妊娠の場合１４週目）の日から出産

の日後１年に当たる日までの期間において、５日を超えない範囲内

において必要と認められる日数 

○ １日、半日、１時間単位 

出 

 

 

産 

 

 

後 

育児休業 

＜無給＞ 

○ ３歳未満の子を養育する者 

○ 父母による同時期の取得可 

○ 一子につき分割して２回まで取得可能（双子以上は一子とみなす） 

○ 保育所に入所できない等の場合、再取得可能 

○ 育児休業給付金 

雇用保険の被保険者で、育児休業開始前２年間に、賃金支払い

基礎日数が１１日以上ある月が１２カ月以上の場合、原則、子が１歳

に達するまで支給有り 

休業開始時賃金日額×支給日数×６７％（18１日目以降は５０％） 

産後パパ育休 

＜無給＞ 

○ 上欄の育児休業とは別に、子の出生後８週間以内に４週間まで取

得可能（分割して２回取得可能） 

○ 対象は産後休業していない職員 

育児短時間勤務 

【勤務時間に比例して支給】 

○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者 

○ 勤務形態 

・ ４週間ごとの期間につき、７日以上の週休日。１週間あたりの勤務

時間が、１９時間２５分から２４時間３５分までの範囲内で、理事長

が定める時間となるように勤務 

・ ４週間を超えない期間につき、１週間あたり１日以上の割合の日の

週休日。１週間あたりの勤務時間が、１９時間２５分から２４時間３５

分までの範囲内で、理事長が定める時間となるように勤務 

※ 勤務形態の例 1日 3h55m×５日 ， １日７h45ｍ×３日 など 

育児部分 

休業 

＜無給＞ 

○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者 

○ 勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日２時間まで 

○ ３０分単位 

育児時間 

＜有給＞ 

○ 生後２年に達しない子を養育する者 

○ １日２回 １回について４５分以内 （やむを得ない事情があると認

められるときは連続９０分の取得も可） 

〇 １５分単位 

［特］子育て支援 

＜有給＞ 

① 子又は孫の看護（負傷し、疾病にかかった者の世話又は疾病の予 

防を図るための世話） 

② 子又は孫の在籍する学校等が実施する行事のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

○ １２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子を養育

する職員又は１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る孫を有する職員 

○ 休暇年度において  

子の場合   １人：５日 ２人：１０日 ３人以上： １５日 

孫の場合  人数関わらず：３日 

○ １日、半日、１時間単位 
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休暇等の種類 概 要 

【介護関連】  

 

※ 要介護者 

以下の職員の家族で、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上にわ

たり常時介護を必要とする者 

・ 配偶者等（配偶者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、パ

ートナーシップ関係にある者。以下同じ） 

【介護・ 父母、子、配偶者等の父母 

【介護・ 祖父母、兄弟姉妹、孫 

・ 職員又は配偶者等と事実上父母と同様の関係にあると認められる者（要：職員と同居） 

・ 職員と事実上子と同様の関係にあると認められる者（要：職員と同居） 

 

介護休業 

＜無給＞ 

○ 職員が要介護者※を介護する場合 

○ 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回以下、かつ合計６

月の期間内において必要と認められる期間 又は 休暇年度に６０

日を超えない範囲内において必要と認められる日数 

○ １日、半日、１時間単位  

※ １時間単位での取得は、１日を通じて４時間の範囲内とする。ま

た、半日・１時間単位での取得の場合も、休暇日数の算定にあたっ

ては「１日」とカウントする。 

○ 介護休業給付金 

雇用保険の被保険者で、介護休業開始前２年間に、賃金支払い

基礎日数が１１日以上ある月が１２カ月以上の場合、最大９３日間

の支給有り   

休業開始時賃金日額×支給日数×６７％ 

介護時間 

＜無給＞ 

○ 要介護者※の介護その他の世話を行う場合 

○ 連続する３年以内 

○ 始業又は終業時間に連続する２時間以内 

○ ３０分単位 

［特］ 介護休暇 

＜有給＞ 

○ 要介護者※の介護その他の世話を行う場合 

○ 休暇年度において５日 （要介護者が２人以上の場合は１０日） 

○ １日、半日、１時間単位 

［特］骨髄移植のため 

の骨髄の提供等 

＜有給＞ 

○ 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供希望者とし

ての登録申し出や提供に伴う必要な検査・入院等によって勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合 

○ 必要と認められる期間 

［特］ 女性職員の生理 

＜有給＞ 

○ 生理日の就業が著しく困難な場合 

○ １月に２日を超えない範囲内において必要と認められる日数 

［特］ ボランティア活動 

＜有給＞ 

○ 休暇年度に５日を超えない範囲内において必要と認められる日数 

○ 対象となる活動には要件あり 

○ １日、半日、１時間単位 

［特］ 現住居の 

滅失、損壊等 

＜有給＞ 

○ 非常災害によるもの 

○ 職員の現住居の滅失、損壊で、当該職員が復旧作業、または一時

的に避難しているとき 

○ 職員及び当該職員と同一世帯の者の生活に必要な水、食料等が

著しく不足している場合で、当該職員以外の者がそれらを確保でき

ないとき 

○ 連続する７日を超えない範囲内において必要と認められる期間 
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休暇等の種類 概 要 

［特］ 交通遮断 

＜有給＞ 

○ 感染症予防、非常災害、交通機関の事故等による交通の遮断の

ため出勤することが著しく困難であると認められる場合 

○ 必要と認められる期間 

［特］ 退勤途上の 

危険回避 

＜有給＞ 

○ 非常災害により退勤途上の身体の危険を回避するためやむを得

ないと認められる場合 

○ 必要と認められる期間 

［特］ 公民権の行使 

＜有給＞ 

○ 選挙権その他公民として権利を行使する場合 

○ 必要と認められる期間 

［特］ 証人等としての 

 官公署への出頭 

＜有給＞ 

○ 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団

体の議会、人事委員会その他の官公署に出頭する場合 

○ 必要と認められる期間 

［特］ 父母等の祭日 

＜有給＞ 

○ 慣習上父母、配偶者等又は子の祭しを行う場合 

○ １日 

［特］  忌 引 

＜有給＞ 

○ 付表に定める期間内において必要と認められる期間  

（１日～１０日） 

※ 育児短時間勤務教職員等については、制度が異なる場合がある。 

【付表】 

死亡した者 忌引日数 

配偶者等 １０日 

血族 １親等の直系尊属（父母） １０日 

１親等の直系卑属（子） １０日 

２親等の直系尊属（祖父母） ５日 

２親等の直系卑属（孫） ５日 

２親等の傍系者（兄弟、姉妹） ５日 

３親等の傍系尊属（伯叔父母） ２日 

３親等の傍系卑属（甥姪） ２日 

４親等の傍系者（従兄弟、従姉妹） ２日 

姻族 １親等の直系尊属 ５日 

１親等の直系卑属 ５日 

２親等の直系尊属 ２日 

２親等の傍系者 ２日 

３親等の傍系尊属 １日 
 
備考（１） 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 

（２） いわゆる代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は、１親等の直系血族に準ずる。 
（３） 職員とパートナーシップ関係にある者の血族の場合は、姻族に準ずる。 
（４） 承認期間は死亡の日（死亡の事実を知った日）又は葬儀の日を含んだ連続した所定の期間の中で
必要と認められる期間である。 

 

 


